
  いのちの大切さについて考えよう PART 1 
11月 8日（月）避難訓練を行いました。昼休みに地震が発生したとの想定で行いましたが、昼休みということも

あり、児童は思い思いの場所で活動している最中に地震の放送が入りました。教室にいた児童は、すぐに机の下に入

り、頭を守りました。廊下にいた児童は、上からものが落ちてこない場所で頭を守りながらしゃがみました。体育館に

いた児童も同様です。避難指示の放送があってからは、おさない、かけない、しゃべらない、もどらないの「おかし

も」を徹底し、素早く校庭に避難できました。 

校庭では、私の方から、東日本大震災に関する話をし、突然襲ってきて、日常を奪っていく災害の恐ろしさと、自分

の命を自分で守ることの大切さ、そして、命を守るための知識を持っていることの重要性に関して話しました。地震は

その揺れだけではなく、津波を引き起こしたり、火事の原因となったりすることも伝えました。今回の避難訓練で学ん

だことを自分のものにし、今後災害に遭ったときにどう行動したらよいかを瞬時に考えることができる人になってほし

いと伝えました。 

その後、消防署の方から、白山小学校の児童が、とても素早く避難できていたことを褒めていただき、地震が発生

した際には、避難するための逃げ道を確保しておく（玄関を開けておく等）こと、地震から火事が発生することが多い

ので、火事にならないように、ブレーカーを落としてから避難するようにということ等を教えていただきました。ブレーカ

ーに関しては、「お家の方に伝えて下さいね。」と消防署の方がおっしゃって

いましたので、お子様からお聞きになった方もいらっしゃるのではないでし

ょうか。 

また、水消火器を使用した消火訓練も行い、6年生全員が消火活動を

行いました。教職員も行い、消火器の使用方法を改めて確認しました。使

用する場面がない方がよいのが消火器です。また、実際には、子供達が消

火活動に参加する場面は中々ないかもしれません。しかし、その使用方法

は絶対に知っておくべきだと考えます。また、火事という緊迫する場面で落ち着いて行動することは難しいことですが、

消火に関する知識を持っていることはその一助になるのではないかと感じました。 

事前指導と事後指導を各教室で行い、自分の命を自分で守るためには、どう行動したらよいかをしっかりとおさえ

ました。ご家庭でも災害に関して備えをされていると思いますが、ご家庭でできる災害対策を簡単にご紹介しておき

ます。 

１ 家具の転倒防止対策…「家具は必ず倒れるもの」と考えて、壁に固定しましょう。懐中電灯等も必要です。 

２ 食料・飲料等の備蓄…大規模災害発生時には、1週間分の備蓄があることが望ましいそうです。 

３ 非常用持ち出しバッグの準備…飲料水・食料品・貴重品・救急用品等、いつでもすぐに持ち出せるように。 

４ ご家族同士の安否確認方法…別の場所にいるときに災害が発生した場合でもお互いの安否が確認できるよ

う、安否確認の方法や集合場所等を話し合っておきましょう。       

５ 避難場所や避難経路の確認…防災マップやハザードマップで確認をしましょう。 

内閣府「防災情報のページ」で検索すると様々な防災に関する情報が得られます。ぜひご活用ください。 
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 いのちの大切さについて考えよう PART ２ 

11月 26日（火）５・6校時に 5年生を対象とした「いのちの教室」が行われました。消防署の方に来ていただ

き、5校時に救急法に関してお話をお聞きし、6校時には、AEDの使用に関する実技の講習会も行われました。 

救急法に関する知識を持っていることで助かる命があることを知り、AEDの使用方法に関するお話しを真剣に聞

いていました。実技の講習にも熱心に取り組み、AEDの使用にも自信がもてたようです。AEDの使用と心肺蘇生、

救急への連絡等、チームで行うことが重要ですが、近くにいる人に大きな声で知ら

せたり、指示を出したりしなければならず、少しでも多くの人が、救急法に関する知

識を身に付けておくことが大切だと実感しました。5年生の子供達には、「いのちの

教室」終了後、修了証が担任から手渡されました。 

救急法に関しては、我々教職員は毎年研修会を行います。教職員が正確な知識

をもっていることは、お子様をお預かりする者としての責務だと考えます。教職員は、

子供達に「いのちの大切さ」について教えていくと同時に、大切な児童の「命を守る

者」でもあります。更に危機管理に関して研鑽を積んでいかなければなりません。 

いつもおいしい給食をありがとうございます！ 

11月 15日（月）～19日（金）は給食週間でした。日本で給食が始まったの

は、明治 22年山形県の小学校でした。当時は、おにぎり、焼き魚、漬け物といった

シンプルな給食でした。その後、戦争で一時中断しましたが、戦後復活して、昭和

21年 12月 24日に東京、神奈川、千葉で試験的に給食が実施されたため、

12月 24日を学校給食感謝の日と定めていました。しかし、12月 24日は冬休

みと重なってしまうため、各学校で別の週に給食週間として感謝の催しを実施す

ることになりました。本年度白山小学校は、11月 15日から給食週間を実施することを決定しました。栄養教諭と調

理員さんが話し合いを重ね、工夫を凝らして給食週間のメニューを決定しました。また、給食週間中の 11月 18日

には、給食感謝の集いも実施しました。 

毎日の給食は、調理員さんの様々な努力と工夫で作られています。安全で安心な給食を毎日続けて提供するとい

うのは、たいへんなことです。衛生面、栄養面、味付け、分量等を考え、効率よく作業するために、朝早くから準備をし

ています。白山小学校の給食室では、武生第五中学校の給食も調理しているため、山本さん、黒田さん、西原さんの

3名で１００食を超える給食を作っています。給食週間というのは、毎日みんなの健康を考えて、おいしい給食を作っ

てくださっている調理員さんに感謝の気持ちを伝えるための週間であり、毎日安全な給食を食べることができている

幸せを実感する週間でもあります。 

また、同時に業務員の生田さんにも感謝の気持ちを伝えました。校舎の内外をきれいにしてくださったり、学習で使

用する畑の管理をしてくださったり、校庭や校舎周辺の草を刈ったり、冬には、子供達が学校に安全に登校できるよう

に除雪をしてくださったりしているのが、生田業務員さんです。生田業務員さんは、白山小学校で作った給食を武生

第五中学校まで運ぶという重要な役割もされています。白山小学校にとって、なくてはならない方です。 

子供達は、多くの方々に支えられて学校生活を送っています。そのことに気づき、周囲に感謝し、周囲の方々に応援

してもらえる人になってほしいと思っています。                       ☟給食週間中の給食をご紹介します！ 
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